
●コーポレート・ガバナンス体制についての模式図

●適時開示体制の概要（模式図）
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適時開示規則に照らして開示要否の判断
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（注）発生事実の場合は、

適時開示の重要性に鑑み、
代表取締役の承認により

開示を行い、取締役会へ

は事後報告を行う場合が
あります。

（注）

（注）重要な報告内容については監査等委員会及び

取締役会に直接報告する体制としております。サステナビリティ
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